
 

１．件 名：新規制基準適合性審査に係る資料提出（泊３号炉）  

２．日 時：令和５年３月３０日 １３時３０分～１３時３５分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階Ａ会議室 

４．出席者： 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

大塚安全審査官、上田審査チーム員 

 

北海道電力株式会社：東京支社 技術グループ 担当 

 

５．要 旨 

（１）北海道電力株式会社から、泊３号炉の新規制基準適合性に係る設置変更許

可申請について、資料が提出された。 

 

６．その他 

提出資料： 

（１）泊発電所３号炉 審査会合における指摘事項に対する回答一覧表（DB／

SA／BF） 

（２）泊発電所３号炉 技術的能力審査基準及び設置許可基準規則への適合状

況について 第 26 条（原子炉制御室等）技能 1.16／第 59 条 

（３）泊発電所３号炉 柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉及び 7 号炉の新規制基準

適合性審査を通じて得られた技術的知見の反映について（原子炉制御室

の居住性を確保するための対策） 

（４）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準

対象施設等）第２６条 原子炉制御室等（ＤＢ２６ ｒ．４．０） 

（５）泊発電所３号炉 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大

事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的

能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料 １．１６ 原子炉制御

室の居住性等に関する手順等（ＳＡＴ１１６ ｒ．４．０） 

（６）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故

等対処設備）２．１６ 原子炉制御室【５９条】（ＳＡ５９ ｒ．４．

０）及び泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について

（重大事故等対処設備）補足説明資料 ５９条（ＳＡ５９Ｈ ｒ．４．

０） 

（７）泊発電所 3 号炉 技術的能力審査基準及び設置許可基準規則の適合状況

について 第 35 条（通信連絡設備）第 62 条／技能 1.19 

（８）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準

対象施設等）第３５条 通信連絡設備（ＤＢ３５ ｒ．４．０） 

（９）泊発電所３号炉 「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大

事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的



 

能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料 １．１９ 通信連絡に

関する手順等（ＳＡＴ１１９ ｒ．４．０） 

（１０）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事

故等対処設備）２．１９ 通信連絡を行うために必要な設備【６２条】

（ＳＡ６２ ｒ．４．０）及び泊発電所３号炉 設置許可基準規則等へ

の適合状況について（重大事故等対処設備）補足説明資料 ６２条（Ｓ

Ａ６２Ｈ ｒ．４．０） 

（１１）泊発電所３号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト 第 26

条 原子炉制御室等 

（１２）泊発電所３号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト 技術

的能力 1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等 

（１３）泊発電所３号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト 第 59

条 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備 

（１４）泊発電所３号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト 第 35

条 通信連絡設備 

（１５）泊発電所３号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト 技術

的能力 1.19 通信連絡に関する手順等 

（１６）泊発電所３号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト 第 62

条 通信連絡を行うために必要な設備 

 

以上 


